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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池システムにおいて、
　燃料極に供給される燃料ガスと酸化剤極に供給される酸化剤ガスとを電気化学的に反応
させることにより発電を行う燃料電池と、
　前記燃料電池の酸化剤極に前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給手段と、
　前記燃料電池における酸化剤ガスの出口または前記酸化剤ガスの流れにおいて前記出口
よりも下流側に設けられており、開度に応じて前記燃料電池の酸化剤極における前記酸化
剤ガスの圧力を調整する酸化剤ガス調圧手段と、
　前記燃料電池の酸化剤極における前記酸化剤ガスの圧力を検出する第１の圧力検出手段
と、
　システムの起動時に、前記第１の圧力検出手段によって検出される前記酸化剤ガスの圧
力が増加するように前記酸化剤ガス調圧手段の開度を制御して、前記酸化剤ガス供給手段
により前記酸化剤ガスを希釈用流量で供給するとともに、前記第１の圧力検出手段によっ
て検出される前記酸化剤ガスの圧力が、昇圧目標圧力に到達したことを条件に、前記酸化
剤ガス調圧手段の開度を前記酸化剤ガスの圧力を増加させたときの開度よりも大きな開度
である開放開度に制御することにより前記酸化剤ガス調圧手段を通過する空気の流量を増
加させる起動時燃料ガス処理を行う制御手段と
を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
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　前記開放開度は、前記酸化剤ガス供給手段による流量よりも前記酸化剤ガス調圧手段を
通過する流量が大きくなる関係を有する基準開度から、最大開度までの範囲の開度に設定
されることを特徴とする請求項１に記載された燃料電池システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記希釈用流量が一定となるように、前記酸化剤ガス供給手段を制御
することを特徴とする請求項１または２に記載された燃料電池システム。
【請求項４】
　前記燃料電池の燃料極に前記燃料ガスを供給する燃料ガス供給手段と、
　前記燃料電池の燃料極における前記燃料ガスの圧力を調整する燃料ガス調圧手段とをさ
らに有し、
　前記制御手段は、前記燃料電池の燃料極における前記燃料ガスの圧力が、前記昇圧目標
圧力から前記燃料電池における極間許容差圧を減じた圧力となるように、前記燃料ガス調
圧手段を制御することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載された燃料電池
システム。
【請求項５】
　前記昇圧目標圧力は、前記燃料電池の酸化剤極に許容される圧力の上限値である上限圧
力に設定されることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載された燃料電池シ
ステム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記酸化剤ガス調圧手段の開度を前記開放開度に制御した後に、前記
第１の圧力検出手段によって検出される前記酸化剤ガスの圧力が、前記昇圧目標圧力より
も小さな圧力に設定された減圧目標圧力に到達したことを条件に、前記酸化剤ガス調圧手
段の開度を前記開放開度から減少側に制御するとともに、前記燃料電池の酸化剤極におけ
る前記酸化剤ガスの圧力が前記減圧目標圧力を維持するように前記酸化剤ガス調圧手段の
開度を制御する定圧制御を開始することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記
載された燃料電池システム。
【請求項７】
　前記減圧目標圧力は、前記昇圧目標圧力から、前記燃料電池における極間許容差圧を２
倍した値を減算した圧力に設定されることを特徴とする請求項６に記載された燃料電池シ
ステム。
【請求項８】
　前記酸化剤ガス調圧手段よりも下流側における前記酸化剤ガスの圧力を検出する第２の
圧力検出手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記定圧制御において、前記減圧目標圧力に基づいて決定される前記
酸化剤ガス調圧手段の開度を、前記第２の圧力検出手段によって検出される前記酸化剤ガ
スの圧力に基づいて前記減圧目標圧力を維持するように補正することを特徴とする請求項
６または７に記載された燃料電池システム。
【請求項９】
　前記燃料電池の酸化剤極から排出される前記酸化剤ガスの温度を検出する温度検出手段
をさらに有し、
　前記制御手段は、前記定圧制御において、前記減圧目標圧力に基づいて決定される前記
酸化剤ガス調圧手段の開度を、前記温度検出手段によって検出される前記酸化剤ガスの温
度に基づいて前記減圧目標圧力を維持するように補正することを特徴とする請求項６から
９のいずれか一項に記載された燃料電池システム。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記定圧制御を開始したタイミングからの経過時間が、前記酸化剤ガ
ス調圧手段の下流における水素濃度が目標濃度以下となるような処理時間に到達した場合
に、前記定圧制御を終了することを特徴とする請求項６から９のいずれか一項に記載され
た燃料電池システム。
【請求項１１】
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　前記制御手段は、前記定圧制御を開始した以降において、システムに要求される要求電
力に基づいて前記燃料電池から出力の取り出しを開始し、前記燃料電池が発電するために
必要な前記酸化剤ガスの流量である発電用流量と、前記希釈用流量とのうち、流量が大き
い方を目標流量として前記酸化剤ガスを供給するとともに、前記燃料電池の酸化剤極にお
ける前記酸化剤ガスの圧力が前記昇圧目標圧力を超えないように、前記酸化剤ガスの目標
流量を制限するとともに前記要求電力を制限することを特徴とする請求項６から９のいず
れか一項に記載された燃料電池システム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記酸化剤ガスの目標流量が、前記希釈用流量を超えた流量分の積算
値に基づいて、前記起動時燃料ガス処理の終了タイミングを設定することを特徴とする請
求項１１に記載された燃料電池システム。
【請求項１３】
　前記燃料電池の燃料極から排出される排出ガスを前記燃料ガス供給手段からの前記燃料
ガスに合流させる循環流路と、
　一方の端部が前記循環流路に接続されるとともに、他方の端部が前記燃料電池の酸化剤
極から排出される排出ガスが流れる流路に接続される排出流路と、
　前記排出流路に設けられ、開閉状態に応じて前記循環流路を流れるガスの排出を行う排
出手段とをさらに有し、
　前記制御手段は、初期的に前記排出手段を閉状態に制御し、前記酸化剤極側から排出さ
れるガスによって前記排出流路を介し排出される前記燃料ガスを希釈することができるだ
けの希釈処理時間が経過したことを条件に、前記排出手段を開状態に制御することを特徴
とする請求項４に記載された燃料電池システム。
【請求項１４】
　燃料極に供給される燃料ガスと酸化剤極に供給される酸化剤ガスとを電気化学的に反応
させることにより発電を行う燃料電池を有する燃料電池システムの制御方法において、
　システムの起動時に、前記燃料電池の酸化剤極から排出される排出ガスの流れを遮断す
る第１のステップと、
　前記燃料電池の酸化剤極に前記酸化剤ガスを供給する第２のステップと、
　前記燃料電池の酸化剤極における前記酸化剤ガスの圧力が、昇圧目標圧力に到達したこ
とを条件に、遮断した前記排出ガスの流れを開放することにより前記酸化剤極から排出さ
れる空気の流量を増加させる第３のステップと
を有することを特徴とする燃料電池システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池システムおよび燃料電池システムの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、燃料極に供給される燃料ガス（例えば、水素）と酸化剤極に供給される酸化
剤ガス（例えば、空気）とを電気化学的に反応させることにより発電を行う燃料電池を有
する燃料電池システムが知られている。この類の燃料電池システムでは、システムの停止
期間中、燃料極に残留する水素が酸化剤極へと透過してしまうといった現象が生じること
がある。この場合、酸化剤極、およびこの酸化剤極へ空気を供給するまたは酸化剤極から
の空気を排出する酸化剤ガス系に水素が蓄積してしまう。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、酸化剤ガス系において、燃料電池よりも上流側にシャット弁
を備えるとともに、燃料電池よりも下流側に調圧弁を備える燃料電池システムが開示され
ている。この燃料電池システムによれば、起動時、空気調圧バルブを閉じた状態で酸化剤
ガスを供給し、酸化剤ガスの圧力が所定圧力に到達したタイミングでシャット弁を閉じる
。これにより、酸化剤ガスが封入される。そして、酸化剤ガス系内にある水素を燃料電池
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の触媒上で消費させ、これにより、水素が希釈される。
【特許文献１】特開２００７－１０３０２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された手法によれば、酸化剤ガス系内にある燃料ガスを有効に希釈す
ることができる。もっとも、酸化剤ガス系における燃料ガス濃度が高い場合には、希釈用
の酸化剤ガスの圧力を増大させなければならない可能性がある。このケースでは、酸化剤
ガスを供給する供給手段の駆動量が増加することにより、消費電力が増加したり、駆動音
や振動が増加したりする可能性がある。
【０００５】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、酸化剤ガス供給手段の
負荷を抑制しつつ、燃料ガスの処理を有効に行うことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するために、本発明は、システムの起動時に、起動時燃料ガス処理を
行う。具体的には、酸化剤ガス調圧手段の開度を最小開度に制御して、酸化剤ガス供給手
段により酸化剤ガスを希釈用流量で供給する。そして、第１の圧力検出手段によって検出
される酸化剤ガスの圧力が、昇圧目標圧力に到達したことを条件に、酸化剤ガス調圧手段
の開度を最小開度よりも大きな開度である開放開度に制御する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、昇圧された酸化剤ガスによって、酸化剤ガス調圧手段を通過する空気
の流量および流速を増加させることができる。そのため、攪拌効果により、水素濃度を低
減させることができる。よって、酸化剤ガス供給手段の負荷を抑制しつつ、水素の処理を
有効に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は、本発明の実施形態にかかる燃料電池システムを概略的に示す構成図である。燃
料電池システムは、例えば、移動体である車両に搭載されており、この車両は燃料電池シ
ステムから供給される電力によって駆動する。
【０００９】
　燃料電池システムは、固体高分子電解質膜を介して燃料極と酸化剤極とが対設された燃
料電池構造体を、セパレータを介して複数積層することにより構成される燃料電池スタッ
ク（燃料電池）１を備える。この燃料電池スタック１は、燃料極に燃料ガスが供給される
とともに酸化剤極に酸化剤ガスが供給されることにより、燃料ガスおよび酸化剤ガスを電
気化学的に反応させて電力を発生する。本実施形態では、燃料ガスとして水素を、酸化剤
ガスとして空気を用いるケースについて説明する。
【００１０】
　燃料電池システムには、燃料電池スタック１に水素を供給するための水素系と、燃料電
池スタック１に空気を供給するための空気系とが備えられている。
【００１１】
　水素系において、燃料ガスである水素は、例えば、高圧水素ボンベといった燃料タンク
（燃料ガス供給手段）１０に貯蔵されており、この燃料タンク１０から水素供給流路Ｌ１
を介して燃料電池スタック１に供給される。具体的には、水素供給流路Ｌ１には、燃料タ
ンク１０の下流側にタンク元バルブ（図示せず）が設けられているとともに、このバルブ
の下流に減圧バルブ（図示せず）が設けられている。タンク元バルブが開状態とされるこ
とにより、燃料タンク１０からの高圧水素ガスは、減圧バルブによって所定の圧力まで機
械的に減圧される。また、水素供給流路Ｌ１には、減圧バルブの下流側に水素調圧バルブ
（燃料ガス調圧手段）１１が設けられている。この水素調圧バルブ１１は、減圧バルブに



(5) JP 5380914 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

よって減圧された水素を、燃料電池スタック１の燃料極における水素圧力が所望の圧力と
なるように、水素の圧力を調整する。
【００１２】
　燃料電池スタック１における個々の燃料極からの排出ガス（未使用の水素を含むガス）
は、水素循環流路Ｌ２に排出される。この水素循環流路Ｌ２は、その他方の端部が、水素
供給流路Ｌ１における水素調圧バルブ１１よりも下流側に接続されている。この水素循環
流路Ｌ２には、例えば、水素循環ポンプ１２といった水素循環手段が設けられている。燃
料電池スタック１の燃料極からの排出ガスは、水素循環手段により、燃料電池スタック１
の燃料極に循環させられる。
【００１３】
　ところで、酸化剤ガスとして空気を用いるケースでは、酸化剤極に供給された酸化剤ガ
スに含まれる不純物（例えば、窒素）が燃料極側に透過することがある。そのため、燃料
極および水素循環流路Ｌ２を含む循環系内の不純物濃度が増加し、水素分圧が減少する傾
向となる。不純物濃度が高い場合、燃料電池スタック１の出力が低下する等の不都合が生
じるため、循環系内の不純物濃度を管理する必要がある。
【００１４】
　そこで、水素循環流路Ｌ２には、循環系内から不純物をパージするためのパージ流路Ｌ
３が設けられている。パージ流路Ｌ３には、パージバルブ（排出手段）１３が設けられて
おり、このパージバルブ１３の開閉状態を制御することにより、水素循環流路Ｌ２を流れ
る循環ガスを外部に排出することができる。これにより、不純物のパージを行うことがで
きる。この不純物のパージにより、循環系内における不純物濃度を調整することができる
。
【００１５】
　空気系において、酸化剤ガスである空気は、空気供給流路Ｌ４を介して燃料電池スタッ
ク１に供給される。具体的には、空気供給流路Ｌ４には、コンプレッサ（酸化剤ガス供給
手段）２０が設けられている。コンプレッサ２０は、大気（空気）を取り込むとともに、
これを加圧して吐出する。加圧された空気は、燃料電池スタック１に供給される。
【００１６】
　燃料電池スタック１における個々の酸化剤極からの排出ガス（酸素が消費された空気）
は、空気排出流路Ｌ５を介して外部に排出される。空気排出流路Ｌ５には、空気調圧バル
ブ（酸化剤ガス調圧手段）２１が設けられている。換言すれば、空気調圧バルブ２１は、
燃料電池スタック１における空気の出口または空気の流れにおいてこの出口よりも下流側
に設けられる。この空気調圧バルブ２１は、開度に応じて燃料電池スタック１の酸化剤極
における空気の圧力を調整する。空気排出流路Ｌ５における空気調圧バルブ２１よりも下
流側には、水素系のパージ流路Ｌ３の端部が接続されている。これにより、パージ流路Ｌ
３を介して排出される循環ガスに含まれる水素は、燃料電池スタック１の酸化剤極からの
排出ガスによって希釈される。
【００１７】
　燃料電池スタック１には、燃料電池スタック１から取り出す出力（例えば、電流）を制
御する出力取出装置２が接続されている。燃料電池スタック１において発電された電力は
、出力取出装置２を介して、電動モータ、バッテリ、または、燃料電池スタック１による
発電を行うための種々の補機（例えば、コンプレッサ２０、水素循環ポンプ１２など）お
よび車両用の種々の補機（空調装置など）に供給される。
【００１８】
　制御部（制御手段）３０は、システム全体を統合的に制御する機能を担っており、制御
プログラムに従って動作することにより、システムの運転状態を制御する。制御部３０と
しては、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏインターフェースを主体に構成されたマイクロ
コンピュータを用いることができる。この制御部３０は、システムの状態に基づいて、各
種の演算を行い、この演算結果を制御信号として各種のアクチュエータ（図示せず）に出
力する。これにより、水素調圧バルブ１１の開度、水素循環ポンプ１２の回転数、コンプ
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レッサ２０の回転数、空気調圧バルブ２１の開度、パージバルブ１３の開閉状態、出力取
出装置２による電流の取出量が制御される。
【００１９】
　制御部３０には、システムの状態を検出するために、各種センサ等からのセンサ信号が
入力されている。空気圧力センサ（第１の圧力検出手段）３１は、燃料電池スタック１の
酸化剤極における空気の圧力を検出する。水素圧力センサ３２は、燃料電池スタック１の
燃料極における水素の圧力を検出する。空気流量センサ３３は、燃料電池スタック１の酸
化剤極へ供給される空気の流量を検出する。空気温度センサ（温度検出手段）３４は、燃
料電池スタック１の酸化剤極から排出される空気の温度（以下「排出空気温度」という）
を検出する。下流圧力センサ（第２の圧力検出手段）３５は、空気調圧バルブ２１の下流
における空気の圧力（以下「下流圧力」という）を検出する。ただし、燃料電池システム
が大気圧センサを備える構成である場合、下流圧力センサ３５を省略し、大気圧センサに
よって検出される圧力を下流圧力として検出することもできる。
【００２０】
　本実施形態との関係において、制御部３０は、システムの起動時に実行する起動処理に
おいて、起動時に燃料電池スタック１の酸化剤極および空気系に存在する水素を処理する
起動時水素処理を行う。具体的には、制御部３０は、システムの起動時に、空気調圧バル
ブ２１の開度を最小開度に制御して、コンプレッサ２０により空気を基準空気流量で供給
するとともに、燃料電池スタック１の酸化剤極における圧力が昇圧目標圧力に到達したこ
とを条件に、空気調圧バルブ２１の開度を最小開度よりも大きな開度である開放開度に制
御する。
【００２１】
　図２は、本発明の実施形態にかかる燃料電池システムの制御方法の手順を示すフローチ
ャートである。このフローチャートに示す一連の手順は、起動処理の一部として実行され
る起動時水素処理の流れを示しており、例えば、イグニッションスイッチのオン信号をト
リガーとして、制御部３０によって実行される。
【００２２】
　まず、ステップ１（Ｓ１）において、パージフラグＦpoが０にセットされるとともに、
目標発電電力Ｇｔが０に設定される。ここで、パージフラグＦpoは、不純物のパージを許
可するか、それと不許可とするかを示すフラグである。具体的には、パージフラグＦpoが
０にセットされている場合には、不純物のパージの不許可を示しており、パージバルブ１
３が閉状態に制御される。一方、パージフラグＦpoが１にセットされている場合には、不
純物のパージの許可を示しており、パージバルブ１３が開状態に制御される。また、目標
発電電力Ｇｔは、燃料電池スタック１において発電する電力の目標値である。
【００２３】
　ステップ２（Ｓ２）において、目標開度ＶＡｔが設定される。この目標開度ＶＡｔは、
空気調圧バルブ２１の開度制御に関する目標値であり、制御部３０は、この目標開度ＶＡ
ｔに基づいて空気調圧バルブ２１の開度を制御する。ステップ２では、空気調圧バルブ２
１に関する最小開度ＶＡminが、目標開度ＶＡｔとして設定される。
【００２４】
　ステップ３（Ｓ３）において、目標空気流量ＱＡｔが設定される。この目標空気流量Ｑ
Ａｔは、燃料電池スタック１の酸化剤極に供給する空気流量の目標値であり、制御部３０
は、この目標空気流量ＱＡｔに基づいてコンプレッサ２０の回転数を制御する。このステ
ップ３では、起動時水素処理に関して予め設定された基準空気流量（希釈用流量）ＱＡｉ
が、目標空気流量ＱＡｔとして設定される。この基準空気流量ＱＡｉは、排出ガス中の水
素濃度が所定値以下になる範囲で、コンプレッサ２０の消費電力、コンプレッサ２０の振
動や動作音、起動時間、およびシステムの構成等を考慮して、実験やシミュレーションを
通じて最適値が設定されている。
【００２５】
　ステップ４（Ｓ４）において、目標水素圧力ＰＨｔが設定される。この目標水素圧力Ｐ
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Ｈｔは、燃料電池スタック１の燃料極における水素圧力の目標値であり、制御部３０は、
この目標水素圧力ＰＨｔに基づいて水素調圧バルブ１１の開度を制御する。このステップ
４では、目標水素圧力ＰＨｔが、上限空気圧力ＰＡupから極間差圧ＰＤを減算した減算値
に設定される。ここで、上限空気圧力ＰＡupは、起動時水素処理を行うシーンにおいて、
燃料電池スタック１の酸化剤極に許容される空気圧力の上限値である。また、極間差圧Ｐ
Ｄは、燃料電池スタック１における極間許容差圧、すなわち、起動時水素処理を行うシー
ンにおいて、酸化剤極と燃料極との間に許容される差圧である。
【００２６】
　ステップ５（Ｓ５）において、空気圧力センサ３１において検出される空気圧力ＰＡａ
が読み込まれる。そして、読み込まれた空気圧力ＰＡａが、昇圧目標圧力ＰＡth1よりも
小さいか否かが判断される。ここで、昇圧目標圧力ＰＡth1は、燃料電池スタック１の酸
化剤極における空気の圧力を所定の圧力まで昇圧させるため目標値である。もっとも、昇
圧目標圧力ＰＡth1は、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力が昇圧目標値
に到達したことを条件に、空気調圧バルブ２１の開度を最小開度ＶＡminから開放側に切
り替えるタイミングを判定するための判定値でもある。本実施形態では、上限空気圧力Ｐ
Ａupが、昇圧目標圧力ＰＡth1として設定されている。
【００２７】
　このステップ５において肯定判定された場合、すなわち、空気圧力ＰＡａが昇圧目標圧
力ＰＡth1よりも小さい場合には、再度ステップ５の処理を行う。一方、ステップ５にお
いて否定判定された場合、すなわち、空気圧力ＰＡａが昇圧目標圧力ＰＡth1に到達した
場合には、ステップ６（Ｓ６）に進む。
【００２８】
　ステップ６において、目標開度ＶＡｔが設定される。このステップ６では、空気調圧バ
ルブ２１に関する最大開度ＶＡmaxが、目標開度ＶＡｔとして設定される。ただし、ステ
ップ６における目標開度ＶＡｔは、コンプレッサ２０から供給される空気の流量よりも、
空気調圧バルブ２１を通過する空気の流量の方が大きくなる関係を有する第１の基準開度
よりも大きな開度に設定されれば足りる。
【００２９】
　ステップ７（Ｓ７）において、空気圧力センサ３１において検出される空気圧力ＰＡａ
が読み込まれる。そして、読み込まれた空気圧力ＰＡａが、減圧目標圧力ＰＡth2よりも
大きいか否かが判断される。ここで、減圧目標圧力ＰＡth2は、燃料電池スタック１の酸
化剤極における空気の圧力を所定の圧力まで減圧させるため目標値である。もっとも、減
圧目標圧力ＰＡth2は、酸化剤極における空気の圧力が減圧目標値に到達したことを条件
に、空気調圧バルブ２１の開度を最大開度ＶＡmaxから減少側に切り替えるタイミングを
判定するための判定値である。本実施形態では、上限空気圧力ＰＡupから、極間差圧ＰＤ
を２倍した値を減算した減算値が、減圧目標圧力ＰＡth2として設定されている。
【００３０】
　このステップ７において肯定判定された場合、すなわち、空気圧力ＰＡａが減圧目標圧
力ＰＡth2よりも大きい場合には、再度ステップ７の処理を行う。一方、ステップ７にお
いて否定判定された場合、すなわち、空気圧力ＰＡａが減圧目標圧力ＰＡth2に到達した
場合には、ステップ８（Ｓ８）に進む。
【００３１】
　ステップ８において、後述するステップ９以降の処理である定圧制御に関する経過時間
Ｔのカウントが行われる。この経過時間Ｔは、初期的には０にセットされている。
【００３２】
　ステップ９（Ｓ９）において、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力が減
圧目標圧力ＰＡth2を維持するように、目標開度ＶＡｔが設定される。目標開度ＶＡｔは
、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力が減圧目標圧力ＰＡth2となる関係
を有する第２の基準開度をベースに設定される。具体的には、空気調圧バルブ２１の下流
圧力と、排出空気温度とに基づいて、第２の基準開度が補正され、補正された第２の基準
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開度（以下「補正基準開度」という）が目標開度ＶＡｔとして設定される。
【００３３】
　図３は、ステップ９における目標開度ＶＡｔの設定処理を示す説明図である。同図は、
目標開度ＶＡｔと、排出空気温度ＴＡｏおよび下流圧力ＰＡｄとの対応関係を示している
。制御部３０は、同図に示す対応関係をマップまたは計算式として保持しており、排出空
気温度ＴＡｏおよび下流圧力ＰＡｄに基づいて、補正基準開度である目標開度ＶＡｔを一
意に設定することができる。
【００３４】
　なお、目標開度ＶＡｔは、以下に示す関係式を満たすように設定することもできる。
【００３５】
（数式１）
　ＶＡｔ＝ｆva（ＰＡｄ，ＴＡｏ）＝ＶＡs2×ｋ１×ｋ２
　同数式において、ｆvaは、下流圧力ＰＡｄ，排出空気温度ＴＡｏをパラメータとする関
数であり、ＶＡs2は、第２の基準開度である。
【００３６】
　図４は、補正係数ｋ１の説明図である。数式１において、ｋ１は、下流圧力ＰＡｄに対
応する補正係数である。この補正係数ｋ１は、下流圧力ＰＡｄの増加に対応して単調減少
する傾向を有しており、基準下流圧力ＰＡds（第２の基準開度ＶＡs2において酸化剤極に
おける空気の圧力が減圧目標圧力ＰＡth2となる下流圧力ＰＡｄ）において「１」となる
。すなわち、下流圧力ＰＡｄが基準下流圧力ＰＡdsより小さい程、目標開度ＶＡｔが第２
の基準開度ＶＡs2よりも大きい開度に設定され、下流圧力ＰＡｄが基準下流圧力ＰＡdsよ
り大きい程、目標開度ＶＡｔが第２の基準開度ＶＡs2よりも小さい開度に設定される。
【００３７】
　図５は、補正係数ｋ２の説明図である。数式１において、ｋ２は、排出空気温度ＴＡｏ
に対応する補正係数である。この補正係数ｋ２は、排出空気温度ＴＡｏの増加に対応して
単調増加する傾向を有しており、基準空気温度ＴＡos（第２の基準開度ＶＡs2において酸
化剤極における空気の圧力が減圧目標圧力ＰＡth2となる排出空気温度ＴＡｏ）において
「１」となる。すなわち、排出空気温度ＴＡｏが基準空気温度ＴＡosより小さい程、目標
開度ＶＡｔが第２の基準開度ＶＡs2よりも小さい開度に設定され、排出空気温度ＴＡｏが
基準空気温度ＴＡosより大きい程、目標開度ＶＡｔが第２の基準開度ＶＡs2よりも大きい
開度に設定される傾向となる。
【００３８】
　ステップ１０（Ｓ１０）において、目標空気流量ＱＡｔが設定される。このステップ１
０では、第１の流量と、第２の流量とのうち、値の小さい方の流量が、目標空気流量ＱＡ
ｔとして設定される。ここで、第１の流量は、上限空気流量ＱＡupに相当する。
【００３９】
（数式２）
　ＱＡup＝ｆqlm（ＰＡｄ，ＴＡｏ）
　ここで、ｆqlmは、下流圧力ＰＡｄ、排出空気温度ＴＡｏをパラメータとする関数であ
り、上限空気流量ＱＡupは、下流圧力ＰＡｄと排出空気温度ＴＡｏとに基づいて算出する
ことができる。関数ｆqlmは、空気調圧バルブ２１の目標開度ＶＡｔが数式１に示す関数
ｆvaに基づいて決定される場合に、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力を
上限空気圧力ＰＡup以下に抑制するための流量を算出する。関数ｆqlmは、図６に示すよ
うに、実験やシミュレーションを通じて予め設定されており、制御部３０は、マップまた
は演算式としてこれを保持している。図６に示すように、関数ｆqlmによれば、上限空気
流量ＱＡupは、下流圧力ＰＡｄが大きい程、大きな値に設定され、また、同一の下流圧力
ＰＡｄであっても、排出空気温度ＴＡｏが大きい程、小さな値に設定される傾向を有する
。
【００４０】
　一方、第２の流量は、基準空気流量ＱＡｉと要求空気流量（発電用流量）ＱＡgrとのう
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ち、値の大きい方の流量が選択される。
【００４１】
（数式３）
　ＱＡgr＝ｆqag（Ｇrq）
　ここで、ｆqagは、システムの要求電力Ｇrqをパラメータとする関数であり、要求空気
流量ＱＡgrは、制御部３０において演算されるシステムの要求電力Ｇrqに基づいて算出す
ることができる。関数ｆqagは、図７に示すように、実験やシミュレーションを通じて予
め設定されており、制御部３０は、マップまたは演算式としてこれを保持している。図７
に示すように、関数ｆqagによれば、要求空気流量ＱＡgrは、システムの要求電力Ｇrqが
おおきい程、大きな流量に設定される。
【００４２】
　ステップ１１（Ｓ１１）において、目標発電電力Ｇｔが設定される。このステップ１１
では、システムの要求電力Ｇrqと、発電可能電力Ｇaqとのうち、値の小さい方の電力が、
目標発電電力Ｇｔとして設定される。
【００４３】
（数式４）
　Ｇaq＝ｆglm（ＱＡup）
　ここで、ｆglmは、ＱＡupをパラメータとする関数であり、発電可能電力Ｇaqは、上限
空気流量ＱＡupに基づいて算出することができる。関数ｆglmは、目標空気流量ＱＡｔが
上限空気流量ＱＡupであるときに発電可能な電力を算出する。具体的には、図８に示すよ
うに、発電可能電力Ｇaqは、上限空気流量ＱＡupが大きい程、大きな電力に設定される。
【００４４】
　ステップ１２（Ｓ１２）において、低減時間Ｔdcが設定される。この低減時間Ｔdcは、
ステップ１０において目標空気流量ＱＡｔが基準空気流量ＱＡｉよりも大きな流量に設定
されることにより、目標空気流量ＱＡｔが基準空気流量ＱＡｉに維持されたケースと比較
して、起動時水素処理に要する一連の処理時間において短縮することができる時間である
。
【００４５】
（数式５）
　Ｔdc＝Ｔdc＋Ｋ×min（ＱＡｔ－ＱＡｉ，０）
　ここで、Ｋは、目標空気流量ＱＡｔから基準空気流量ＱＡｉを減算した減算値に応じて
、起動時水素処理として短縮することができる時間に変換するための係数である。この係
数は、実験やシミュレーションを通じて、その最適値が予め設定されている。なお、低減
時間Ｔdcは、初期的には「０」にセットされている。
【００４６】
　ステップ１３（Ｓ１３）において、経過時間Ｔがパージ許可時間Ｔpoに到達したか否か
が判断される。このパージ許可時間Ｔpoは、水素循環流路Ｌ２から排出される排出ガス中
の水素を希釈することができる程度に、酸化剤極および空気系における水素が処理された
か否かを判断する時間である。パージ許可時間Ｔpoは、実験やシミュレーションを通じて
最適値が設定されている。
【００４７】
　このステップ１３において肯定判定された場合、すなわち、経過時間Ｔがパージ許可時
間Ｔpoに到達した場合には、ステップ１４（Ｓ１４）に進む。一方、ステップ１３におい
て否定判定された場合、すなわち、経過時間Ｔがパージ許可時間Ｔpoに到達していない場
合には、ステップ１５（Ｓ１５）に進む。
【００４８】
　ステップ１４において、パージフラグＦpoが１にセットされる。
【００４９】
　ステップ１５において、経過時間Ｔが、基準処理時間Ｔdeから低減時間Ｔdcを減算した
時間を経過したか否かが判断される。ここで、基準処理時間Ｔdeは、目標空気流量ＱＡｔ
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が基準空気流量ＱＡｉに設定されている場合における起動時水素処理に必要な時間であり
、実験やシミュレーションを通じて最適値が設定されている。ステップ１５において否定
判定された場合には、上述したステップ８の処理に戻る。一方、ステップ１５において肯
定判定された場合には、本ルーチンを終了する。
【００５０】
　図９は、起動時水素処理のタイミングチャートである。同図において、（ａ）は空気流
量を示し、（ｂ）は電力を示し、（ｃ）は燃料極における水素の圧力及び酸化剤極におけ
る空気の圧力を示す。また、（ｄ）は空気調圧バルブ２１の開度を示し、（ｅ）はパージ
バルブ１３の開閉状態を示し、（ｆ）は空気排出流路Ｌ５を介し外部に放出される水素濃
度を示す。
【００５１】
　このように本実施形態によれば、システムの起動時に、起動時燃料ガス処理が行われる
。具体的には、空気調圧バルブ２１の開度（目標開度ＶＡｔ）が最小開度ＶＡminに制御
されて、コンプレッサ２０により空気が基準空気流量（希釈用流量）ＱＡｉで供給される
（タイミングｔ１）。そして、酸化剤極における空気の圧力ＰＡａが、昇圧目標圧力ＰＡ
th1に到達したことを条件に、空気調圧バルブ２１の開度が最小開度ＶＡminよりも大きな
開度である開放開度に制御される（タイミングｔ２）。
【００５２】
　かかる構成によれば、システムの起動時に、燃料電池スタック１の酸化剤極から排出さ
れる排出ガスの流れを遮断した状態において、燃料電池スタック１の酸化剤極に空気が供
給される。これにより、酸化剤極内のガスが下流に押し出されるといった事態を抑制する
ことができる。また、酸化剤極内に存在する水素と、新たに供給される空気とが混合され
ることにより、水素濃度を下げることができるとともに、酸化剤極における触媒表面上で
水素と酸素との反応を促進させることができる。
【００５３】
　そして、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力ＰＡａが、昇圧目標圧力Ｐ
Ａth1に到達したことを条件に、遮断した排出ガスの流れが開放される。これにより、コ
ンプレッサ２０の回転数を上げることなく、昇圧された空気によって、空気調圧バルブ２
１を通過する空気の流量および流速を増加させることができる。そのため、攪拌効果によ
り、水素濃度を低減させることができる。よって、コンプレッサ２０の負荷を抑制しつつ
、水素の処理を有効に行うことができる。また、酸化剤ガス系における燃料ガス濃度が高
い場合であっても酸化剤ガス系部品の耐圧を超えてしまう可能性を低減できる。
【００５４】
　また、本実施形態において、開放開度は、コンプレッサ２０による流量よりも空気調圧
バルブ２１を通過する流量が大きくなる関係を有する第１の基準開度から、最大開度ＶＡ
maxまでの範囲の開度に設定される。
【００５５】
　かかる構成によれば、コンプレッサ２０の回転数を上げることなく、空気調圧バルブ２
１を通過する空気の流量を増加させることができる。そのため、コンプレッサ２０の負荷
を抑制しつつ、水素濃度を有効に低減させることができる。
【００５６】
　また、本実施形態において、基準空気流量ＱＡｉが一定となるように、コンプレッサ２
０が制御される。
【００５７】
　かかる構成によれば、昇圧後の減圧効果により、空気調圧バルブ２１を通過する流量を
増加させることができるので、基準空気流量ＱＡｉを一定とすることができる。これによ
り、コンプレッサ２０の駆動量も一定に制御することができるので、消費電力が増加した
り、駆動音や振動が増加したりするといった不都合の発生を抑制することができる。
【００５８】
　また、本実施形態において、制御部３０は、燃料電池スタック１の燃料極における水素



(11) JP 5380914 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

の圧力が、昇圧目標圧力ＰＡth1から極間差圧ＰＤを減じた圧力となるように、水素調圧
バルブ１１を制御する。本実施形態では、昇圧目標圧力ＰＡth1は、上限空気圧力ＰＡup
に設定される。
【００５９】
　かかる構成によれば、酸化剤ガスの昇圧代及び昇圧後の減圧幅を大きく設定することが
できる。これより、希釈効果を最大限に利用することが出来る。
【００６０】
　また、本実施形態において、制御部３０は、空気調圧バルブ２１の開度を開放開度に制
御した後に、燃料極における空気の圧力ＰＡａが、昇圧目標圧力ＰＡth1よりも小さな圧
力に設定された減圧目標圧力ＰＡth2に到達したことを条件に、空気調圧バルブ２１の開
度を開放開度から減少側に制御する。そして、制御部３０は、酸化剤極における空気の圧
力が減圧目標圧力ＰＡth2を維持するように空気調圧バルブ２１の開度を制御する定圧制
御を開始する（タイミングｔ３）。
【００６１】
　かかる構成によれば、昇圧目標圧力ＰＡth1から減圧目標圧力ＰＡth2までの範囲におい
て減圧幅を設定することができる。
【００６２】
　また、本実施形態によれば、減圧目標圧力ＰＡth2は、昇圧目標圧力ＰＡth1から、極間
差圧ＰＤを２倍した値を減算した圧力に設定される。
【００６３】
　かかる構成によれば、システムが許容できる範囲において、減圧幅を最大に設定するこ
とができる。これにより、コンプレッサ２０からの供給流量に対し、空気調圧バルブ２１
を通過する空気の流量を多くすることができる。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、定圧制御において、減圧目標圧力ＰＡth2に基づいて決定
される第２の基準開度ＶＡs2が、空気調圧バルブ２１の下流圧力ＰＡｄに基づいて補正さ
れる。また、定圧制御において、減圧目標圧力ＰＡth2に基づいて決定される第２の基準
開度ＶＡs2が、排出空気温度ＴＡｏに基づいて補正される。
【００６５】
　空気調圧バルブ２１を通過する空気の温度（排出空気温度ＴＡｏ）または空気の圧力（
排出空気温度ＴＡｏ）によって、通過流速および密度が変化する。そのため、空気調圧バ
ルブ２１を同一の開度に制御したとしても、空気調圧バルブ２１の圧力損失が変化する。
これにより、図１１の破線に示すように、第２の基準開度ＶＡs2で制御を続けた場合には
、空気の圧力が増加してしまうといった虞がある。
【００６６】
　しかしながら、本実施形態によれば、図１１の実線に示すように、下流圧力ＰＡｄまた
は排出空気温度ＴＡｏに応じて空気調圧バルブ２１の開度を補正することにより、燃料極
における空気の圧力を減圧目標圧力ＰＡth2に保持することができる。これにより、定圧
制御の精度の向上を図ることができる。そのため、空気の圧力が下がりすぎ、燃料電池ス
タック１の許容差圧耐圧を超えてしまうといった現象や、希釈効果の低減といった事態の
発生を抑制することができる。
【００６７】
　また、本実施形態において、制御部３０は、定圧制御を開始した以降において、要求電
力Ｇrqに基づいて燃料電池スタック１から出力の取り出しを開始する（タイミングｔ４）
。そして、制御部３０は、要求空気流量（発電用流量）ＱＡgrと、基準空気流量ＱＡｉと
のうち、流量が大きい方を目標空気流量ＱＡｔとして空気を供給する。また、制御部３０
は、燃料電池スタック１の酸化剤極における空気の圧力が上限空気圧力ＰＡupを超えない
ように、空気の目標空気流量ＱＡｔを制限するとともに要求電力Ｇrqを制限する。
【００６８】
　かかる構成によれば、起動時水素処理中においても、燃料電池スタック１から出力を取
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り出すことができる。また、空気調圧バルブ２１を最大開度ＶＡmaxに制御しているシー
ンでは、空気流量を増加させることにより、圧力を下げられなくなるといった事態が生じ
る。そのため、供給できる空気の流量を制限する必要がある。本実施形態によれば、上限
空気圧力ＰＡupを超えないように、空気の目標空気流量ＱＡｔが制限され、また、この制
限された空気流量ＱＡｔで安定して発電できるように、要求電力Ｇrqが制限される。これ
により、燃料電池スタック１の破損や電圧の低下、燃料電池スタック１の劣化などを抑制
することができる。
【００６９】
　また、本実施形態において、制御部３０は、定圧制御を開始したタイミングからの経過
時間Ｔが、本シーンにおける空気流量の積算値が最も小さい場合において空気調圧バルブ
２１の下流における水素濃度が目標濃度以下となるような処理時間に到達した場合に、定
圧制御を終了する（タイミングｔ７）。これより、本シーンにおいて酸化剤極に供給され
た空気流量が最も少ない場合でも、定圧制御、すなわち、起動時水素処理を適切に終了す
ることができる。
【００７０】
　また、本実施形態において、制御部３０は、目標空気流量ＱＡｔが、基準空気流量ＱＡ
ｉを超えた流量分の積算値に基づいて、起動時燃料ガス処理の終了タイミングをタイミン
グｔ７に対して早期に設定する（タイミングｔ６）。
【００７１】
　図１０に示すように、領域Ａ１は、目標空気流量ＱＡｔが基準空気流量ＱＡｉを超えた
流量分の積算値である。すなわち、この領域Ａ１に相当する分の空気が希釈用の空気より
も余計に供給されている。そのため、目標空気流量ＱＡｔが基準空気流量ＱＡｉに維持さ
れたケースと比較して、領域Ａ１に対応する領域Ａ２分だけ、終了タイミングを先行して
設定することができる。これにより起動時間の短縮を図ることができる。
【００７２】
　また、本実施形態において、制御部３０は、初期的にパージバルブ１３を閉状態に制御
する。そして、制御部３０は、酸化剤極側から排出されるガスによってパージ流路Ｌ３を
介し排出される水素を希釈することができるだけの希釈処理時間が経過したことを条件に
、パージバルブ１３を開状態に制御する（タイミングｔ６）。
【００７３】
　かかる構成によれば、システムの停止期間中に燃料電池スタック１の燃料極および循環
系内に溜まった窒素などの不純物を排出を早期に行いつつ、水素の希釈性能を確保するこ
とができる。
【００７４】
　なお、制御部３０は、パージ流路Ｌ３においてパージバルブ１３から、空気排出流路Ｌ
５との接続部までの距離に基づいて、パージバルブ１３を開状態に制御するタイミングを
希釈処理時間の経過前に設定することができる。これにより、より早期に、不純物の排出
を行うことができる。
【００７５】
　以上、本発明の実施形態にかかる燃料電池システムおよびその制御方法について説明し
たが、本発明は上述した実施形態に限定されることなく、その発明の範囲内において種々
の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】燃料電池システムを概略的に示す構成図
【図２】燃料電池システムの制御方法の手順を示すフローチャート
【図３】ステップ９における目標開度ＶＡｔの設定処理を示す説明図
【図４】補正係数ｋ１の説明図
【図５】補正係数ｋ２の説明図
【図６】上限空気圧力ＰＡの説明図
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【図７】要求空気流量ＱＡgrの説明図
【図８】発電可能電力Ｇaqの説明図
【図９】起動時水素処理のタイミングチャート
【図１０】起動時水素処理の終了タイミングの説明図
【図１１】空気調圧バルブ２１の開度補正の説明図
【符号の説明】
【００７７】
　１　　　燃料電池スタック
　２　　　出力取出装置
　１０　　燃料タンク
　１１　　水素調圧バルブ
　１２　　水素循環ポンプ
　１３　　パージバルブ
　２０　　コンプレッサ
　２１　　空気調圧バルブ
　３０　　制御部
　３１　　空気圧力センサ
　３２　　水素圧力センサ
　３３　　空気流量センサ
　３４　　空気温度センサ
　３５　　下流圧力センサ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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